
細則様式第 13号 

借 入 状 況 等 申 告 書 
 

１．借入状況 

※他の金融機関等からの借入状況の有無について、必ずどちらかに○印をしてください。 

住宅金融支援機構 有・無 銀 行 有・無 そ の 他 公 庫 有・無 労 働 金 庫 有・無 

信 用 金 庫 有・無 信 用 組 合 有・無 消 費 者 金 融 有・無 信 販 会 社 有・無 

地方公共団体による住宅融資等 有・無 互 助 会 有・無 個 人 有・無 そ の 他 有・無 

※上記で「有」に○印をしたものについて、以下に記入してください。 借入れがないときは、（Ａ）～（Ｉ）に０（ゼロ）を記入すること。 

他の金融機関等からの借入状況記載欄 

借 入 先 

既 借 入 分 新規借入分 

借 入 日 
借 入 額 

（万円） 

現在の残高 

（円） 

毎月の 

 償還額（円） 

ボーナスの 

償還額（円） 
借 入 日 

借 入 額 

（万円） 

毎月の 

 償還額（円） 

ボーナスの 

 償還額（円） 

市互助会    50   440,000   10,975      0     

○○銀行   3,000 
20,638,593 60,523×1/2 

   30,262 

364,448×1/2 

  182,224 
 

 
  

          

計    (Ａ)  41,237 (Ｆ) 182,224   (Ｂ)    0 (Ｇ)    0 

 

共済組合からの借入状況記入欄 

貸付種類 

既 借 入 分 新規借入分 

借 入 日 
借 入 額 

（万円） 

現在の残高 

（円） 

毎月の 

 償還額（円） 

ボーナスの 

償還額（円） 
借 入 日 

借 入 額 

（万円） 

毎月の 

 償還額（円） 

ボーナスの 

 償還額（円） 

普通 Ｈ△.6.25  150  984,623 13,311  0     

太一１年 

修学 
Ｈ△.5.25  120 1,200,000 9,253 27,759     

次郎１年 

修学 
Ｈ29.4.28  100 1,000,000 借増      

次郎 2 年 

修学 
     Ｈ30.4.27 100 

（200万） 

14,415 
 43,245 

          

計    (Ｃ) 22,564 (Ｈ) 27,759   (Ｄ) 14,415 (Ｉ) 43,245 

毎 月 の 償 還 額 （ Ａ ） ＋ （ Ｂ ） ＋ （ Ｃ ） ＋ （ Ｄ ） ＝       ７８，２１６ 円（Ｅ） 

ボ ー ナ ス 償 還 額 （ Ｆ ） ＋ （ Ｇ ） ＋ （ Ｈ ） ＋ （ Ｉ ） ＝      ２５３，２２８ 円（Ｊ） 
 

２．給料月額に対する毎月の償還額の割合 

毎月の償還額（Ｅ） 給料月額（Ｋ） 
貸付申込月の 

正規勤務時間（Ｘ） 

貸付申込月の 

休業予定時間（Ｙ） 

割合％ 

〔Ｅ÷(Ｋ×(１-(Ｙ÷Ｘ)))×100〕 

７８，２１６  円 ３８９，５００  円 時間 時間 ２０．０８ ％ 

※貸付申込月の正規勤務時間（Ｘ）及び貸付申込月の休業予定時間（Ｙ）は、部分休業中の場合に記入してください。 
※給料月額（Ｋ）に対する毎月の償還額（Ｅ）の割合が、３０％を超える場合は、貸付けができません。 
※部分休業中の場合は、減額後の給料月額（Ｋ× (１－(Ｙ÷Ｘ))）に対する毎月の償還額(Ｅ)の割合が、３０％を超える場合は、貸付けができません。 
 

３．年収額に対する年間償還額の割合 

年間償還額｛Ｅ×12＋Ｊ×2｝ （Ｌ） 年収額｛Ｋ×12＋Ｋ×4｝ （Ｍ） 割合％〔Ｌ÷(Ｍ×(１-(Ｙ÷Ｘ)))×100〕 

１，４４５，０４８  円 ６，２３２，０００  円 ２３．１８ ％ 

※年収額（Ｍ）に対する年間償還額（Ｌ）の割合が、３０％を超える場合は、貸付けができません。 

※部分休業中の場合は、減額後の年収額(Ｍ×(１－(Ｙ÷Ｘ)))に対する毎月の償還額(Ｌ)の割合が、３０％を超える場合は、貸付けができません。 
 
４.他共済組合からの貸付けに係る確認 
  他の市町村職員共済組合、都市職員共済組合又は指定都市職員共済組合から貸付けを受けたことがありますか。 

「いいえ」、「はい」のどちらかに○印をつけてください。「はい」の場合、下段の申告に該当しない場合は貸付けができません。 

いいえ 

は い  （借入期間：     年   月から     年   月まで） （借入組合：           職員共済組合） 

 ・他の市町村職員共済組合、都市職員共済組合又は指定都市職員共済組合から借り受けた貸付金について、平成２４年４月１日以降の借入期間中

に、破産法の規定に基づく破産手続開始決定や民事再生法の規程に基づく小規模個人再生又は給与所得者等再生の手続開始決定を受けた事実はあ

りません。 

 ・他の市町村職員共済組合、都市職員共済組合又は指定都市職員共済組合から借り受けた貸付金の退職時（平成２４年３月３１日以前を除く。）の

未償還元利金について、当該組合の指定する償還期日までに償還しなかった事実はありません。 

 

私の借入状況は上記事実に相違ないことを申告し、以下の事項について同意します。 

１．この申告について、所属所長が確認すること。 
２．裏面の記入上の注意を確認し、これに従うこと。 
３．この申告と相違する場合は、共済組合の即時償還命令に従います。 

 山口県市町村職員共済組合理事長 様     ○○年 ○○月 ○○日 所属所名   市町名、一部事務組合名        

                                   組合員等記号 ○○○ 組合員等番号  ○○○○   

申込人氏名   共 済 一 郎      （実印） 

2、3 のいずれか、または両方の計算結果が 

３０％を超える場合は、貸付けできません 

休業がない場合の計算式は 

 Ｌ÷Ｍ×100 です 

休業がない場合の計算式は 

Ｅ÷Ｋ×100 です 

借入れが連帯債務のときは、返済額の１/２を 

償還額とします。「記入上の注意」⑤参照。 

また、連帯債務であることがわかる書類 

（貸付申込書の控、登記簿など）が必要です。 
修学貸付で借増しをする場合、償還額の記載は既借入を「借増」

とし、新規借入分に合算額に対する償還額を記入してください。 

次郎の例では、既借入の１年次に「借増」とし、新規の 2年

次分に貸付合計額 2００万円に対する償還額を記載しています。 

償還額は、据置中の貸付けで利息のみ償還

中の場合でも、元金償還開始後の金額を記

入してください。 

他の金融機関からの借入れがある場

合は、毎月の返済額等が確認できる書類

の写しを添付してください。 

申込月を含む、将来の返済予定がわか

るものが必要です。 


